
令和５年度介護支援専門員再研修・更新研修  

 

 

介護支援専門員証を更新するための研修フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）介護支援専門員の業務とは、介護支援専門員として就労し、かつ、ケアプランを作成することを指

します。要介護認定のための認定調査のみを行っていた場合は実務経験として認められません。 

（注２）有効期間満了日以降に実務に就く予定のない方は、更新研修を受講する必要はありません。有効期

間満了日までに更新されない場合でも、介護支援専門員としての資格は失いません（登録は抹消さ

れません）。実務に就く前に再研修を修了し、介護支援専門員証を再取得することにより、実務に就

くことができます（再研修の開催日程に御注意ください）。 

介護支援専門員証は、

有効期限内である。 

現在の専門員証の有効期間中

に、一度でも実務（注１）に

従事した経験がある（実務経

験の期間は問いません） 

今後、介護支援専門員の業務

に就く予定があるため、有効

期限満了までに更新を行いた

い。 

今後、介護支援専門員の業務に

就く予定があるため、介護支援

専門員証の交付が必要。 

更新研修（実務経験

者対象） 

今年度は、6月～ 

12 月に実施してい

ます。 

 

更新研修（実務未

経験者対象） 

今回ご案内してい
る研修を修了する
必要があります。 

研修の受講は不

要です。（注２） 

再研修 

今回ご案内してい
る研修を修了する
必要があります。 

登録都道府県へ更新等の申請手続き後、新しい介護支援専門員証が交付されます 

今後、介護支援専門員の業

務に就く予定があるため、

有効期限満了までに更新を

行いたい。 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

現在の専門員証の有効期間内の

実践事例の提出が可能である。 

はい 

いいえ 


